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公的年金等受給者のための
所得税確定申告相談会
対　象　公的年金等受給者で所得税の確定申告
　が必要と思われる人。

申告に必要なもの
●印鑑
●給与・年金の源泉徴収票（原本）
●生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の
　控除証明書
●国民健康保険料・国民年金保険料など社会保
　険料の領収書または控除証明書
●医療費の領収書と保険金などで補てんされる
　金額が分かるもの（医療費は事前に集計を済
　ませておいてください）
●配偶者の所得が分かるもの（配偶者に所得が
　ない場合は不要）
●所得税が還付になる人は、申告者名義の口座
　番号が分かるもの
●筆記用具（ボールペン）、計算機など
●昨年までにe-Taxを利用して申告した人は、利
　用者識別番号通知書

応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがきに答え・住
　所・氏名・年齢・電話番号を記
　入し、選挙管理委員会事務
　局（〒514－8611 住所不要）
　へ
締め切り　２月７日（月）消印
　有効
賞　品　正解者20人に進呈
　※正解者多数の場合は抽選

■固定資産税（償却資産）の申告
　事業を営んでいる人は、１月１日現在所有している事業の用に供すること
ができる資産について、1月31日（月）までに償却資産の申告をしてくださ
い（郵送可）。
　申告用紙はすでに発送しましたが、事務所移転や新規事業開始などで、
申告用紙が届いていない場合は、ご連絡ください。
■取り壊し家屋の届け出
　固定資産税は、毎年１月１日現在、市内に土地や家屋などを所有している
人に課税されます。家屋を取り壊した場合は、速やかに届け出てください。

問　題　問題文の①～⑤に当てはまる適当な語句を、下の語句
　　　　から選んでください。
語　句　解散、減少、辞職、有権者、
　　　　地方公共団体の議会の議員および長
問題文
　　全国の地方公共団体において、選挙の期日を全国的に統一し
　て行う選挙を「統一地方選挙」といい、本年４月に予定されてい
　ます。　①　の選挙は、その地方公共団体が期日を定めて執行す
　るのが原則ですが、統一して選挙を行うことにより、地方自治や
　地方選挙に対する　②　の関心を高める効果が期待できること
　から、1947年４月に第１回の統一地方選挙が実施されました。
　　統一地方選挙の実施は、今回で17回目となりますが、最近では地方公共団体の長の　③　、議会
　の　④　、市町村合併などにより、少しずつ任期のズレが発生し、そのために統一的に実施される
　地方公共団体の数は回を経るごとに　⑤　しています。

問い合わせ　市民税課 　229－3130 　229－3331

問い合わせ
　選挙管理委員会事務局
　　229－3236 　229－3338
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資産税課からの
お知らせ

問い合わせ
　資産税課
　　229－3132
　　229－3331


